
佐野市佐藤の会ロゴデザイン取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、佐藤の会ロゴデザイン（以下「ロゴ」という。）の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 ロゴは、市が定めた次の基本デザイン及び市長が別に定めるその展開デザイン

とする。

基本デザイン

（使用基準）

第３条 ロゴを使用することができる基準は、次のとおりとする。

（１） 市、佐藤の会、及び、佐藤さんおもてなし隊のＰＲに寄与するものであるこ

と。

（２） 市、佐藤の会、及び、佐藤さんおもてなし隊の品位を損なわないものである

こと。

（３） 宗教的活動を目的としないものであること。

（４） 公の秩序又は善良な風俗を乱さないものであること。

（５） 自己の商標及び意匠とするなど、独占的に使用するものでないこと。

（使用の承認）

第４条 ロゴを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

３ 第１項の規定により使用の承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

佐藤の会ロゴデザイン使用申請書（別記様式第１号）に当該使用に係る仕様が分かる

ものを添えて、市長に提出しなければならない。

４ 市長は、使用の承認をするときは佐藤の会ロゴデザイン使用承認通知書（別記様式



第２号）、使用を不承認とするときは佐藤の会ロゴデザイン使用不承認通知書（別記

様式第３号）により申請者に通知するものとする。

（承認事項の変更）

第５条 前条第４項の規定により使用の承認を受けたもの（以下「使用者」という。）

は、承認を受けた事項に変更があったときは、速やかに届け出るものとする。

（承認の取消し）

第６条 市長は、使用者が第９条に定める事項を遵守しなかったときその他この要綱に

違反したときは、当該承認を取り消すことができる。

２ 前項の規定による措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その

責めを負わない。

（使用の期間）

第７条 ロゴを使用できる期間は、２年以内とする。

（使用料）

第８条 ロゴの使用料は、無料とする。

（遵守事項）

第９条 ロゴを使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

（１） オリジナルデザインの形状及び色を変更しないこと。

（２） 承認を受けた用途のみに使用すること。

（事故、苦情等の処理）

第 10 条 ロゴの使用に関し事故又は苦情等が生じたときは、使用者の責務において必

要な措置を講じるものとする。

（その他）

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は令和２年１０月３０日から施行する



別記様式第１号(第４条関係)

佐藤の会ロゴデザイン使用申請書

年 月 日

佐野市長 様

〒

住 所

(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地)

氏 名 印

(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

次のとおり、佐藤の会ロゴデザインを使用したいので申請します。

※ 販売目的の場合、以下について記載。

添付書類：商品の見本（見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等）

使用目的

使用方法又は製作方法

使用期間

使用する数又製作する数

連絡先

担当者名：

電話番号： ＦＡＸ：

E‐MAIL ：

商品の名称

販売小売予定価格（税込） 円

販売場所

（当てはまる番号に○をつ

け販売場所を詳しく記載し

てください。）

１佐野市内 ２市内及び市外 ３その他

（ ）

※市処理欄 受付日 整理番号



別記様式第２号(第４条関係)

佐藤の会ロゴデザイン使用承認通知書

年 月 日

様

佐野市長 印

年 月 日付けで申請のあった佐藤の会ロゴデザインの使用について、

次のとおり承認します。

整理番号

商品の名称

使用目的

使用方法又は製

作方法

使用期間

使用する数又製

作する数

使用承認の条件



別記様式第３号(第４条関係)

佐藤の会ロゴデザイン使用不承認通知書

年 月 日

様

佐野市長 印

年 月 日付けで申請のあった佐藤の会ロゴデザインの使用について、

次の理由により不承認とします。

理 由

整理番号


